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日
頃
か
ら
下
水
道
の
ご
利
用
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

下
水
道
使
用
料
が
平
成
２２
年
４
月

か
ら
改
正
さ
れ
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。 

 

平
成
２２
年
４
月
か
ら
次
の
内
容
が 

改
正
さ
れ
ま
す
。 

 

１
．下
水
道
料
金
が
値
上
り
と
な
り
ま
す
。 

 【
１
人
当
た
り
の
金
額
が
３
１
５
円
か
ら 

　
　
　
　
　
　
５
２
５
円
に
な
り
ま
す
。】 

 

こ
の
値
上
げ
は
町
財
源
の
限
ら
れ

た
お
金
を
有
効
に
使
用
し
、
明
る
い

町
づ
く
り
の
た
め
に
下
水
道
を
使
用

す
る
方
々
に
負
担
（
受
益
者
負
担
）

を
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。
下
水
道

は
資
源
と
し
て
の

｢

水｣

を
守
り
自

然
破
壊
を
防
ぐ
こ
と
、
ま
た
皆
様
の

生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
、
環
境
を
潤

す
最
も
重
要
な
も
の
と
考
え
、
下
水

道
使
用
料
の
値
上
げ
だ
け
で
は
な
く
、

今
後
も
今
以
上
経
費
縮
減
、
サ
ー
ビ

ス
向
上
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

何
卒
下
水
道
を
取
り
巻
く
厳
し
い

状
況
を
ご
推
察
の
う
え
、
ご
理
解
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
          

２
．下
水
道
料
金
が 

隔
月
支
払
い
に
な
り
ま
す
。 
 【

隔
月
支
払
い
と
は
、
２
ヶ
月
分
を 

ま
と
め
て
支
払
う
こ
と
で
す
。】 

 

偶
数
月
（
２
・
４
・
６
・
８
・
１０
・

１２
月
）
に
２
ヶ
月
分
の
料
金
の
お
支
払

い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

皆
様
方
の
預
貯
金
口
座
の
管
理
、

現
金
払
回
数
の
減
少
が
図
ら
れ
、
町

で
は
、
人
件
費
、
各
種
手
数
料
等
の

コ
ス
ト
縮
減
が
図
れ
ま
す
。 

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

３
．預
貯
金
口
座
か
ら 

引
落
し
回
数
が
増
え
ま
す
。 

 【
口
座
引
落
し
が 

２
回
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。】 

 

従
来
、
口
座
か
ら
の
引
落
し
は
納

期
の
１
回
の
み
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

残
高
不
足
等
で
引
落
し
が
で
き
な
い

場
合
は
、
納
付
書
に
よ
り
現
金
払
い

を
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
。 

平
成
２２
年
４
月
か
ら
は
、
隔
月
集

金
と
な
る
た
め
偶
数
月
の
月
末
に
下

水
道
料
金
が
引
落
と
さ
れ
ま
す
が
、

残
高
不
足
に
よ
り
引
落
と
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
は
、
翌
月
の
月
末
に
２
回
目

の
引
落
し
が
行
わ
れ
ま
す
。 

口
座
の
残
高
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、

引
落
し
が
で
き
て
な
い
場
合
は
、
口
座

に
不
足
分
を
入
金
し
て
い
た
だ
き
ま
す

と
、
翌
月
末
に
は
引
落
と
さ
れ
ま
す
。 

         

４
．ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
が 

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 【
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の 

支
払
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。】 

 

平
成
２２
年
４
月
か
ら
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
で
下
水
道
料
金
の
支
払
い
が
で

き
ま
す
。
役
場
上
下
水
道
課
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
あ
と
は
自
動
的
に

隔
月
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
か
ら
下
水

道
料
金
が
引
落
と
さ
れ
ま
す
。 

受
付
開
始
は
平
成
２２
年
４
月
か
ら

で
す
。
詳
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
鏡
野

町
役
場
上
下
水
道
課
、
各
振
興
セ
ン

タ
ー
、
町
内
各
金
融
機
関
に
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

お
問
い
合
わ
せ
は 

鏡
野
町
上
下
水
道
課
ま
で
 

　
　
　（
０
８
６
８
）５
４
‐
０
０
０
１ 

下
水
道
を
ご
利
用
の
皆
様
へ
重
要
な
お
知
ら
せ
で
す 
下
水
道
を
ご
利
用
の
皆
様
へ
重
要
な
お
知
ら
せ
で
す

下
水
道
を
ご
利
用
の
皆
様
へ
重
要
な
お
知
ら
せ
で
す 
下
水
道
を
ご
利
用
の
皆
様
へ
重
要
な
お
知
ら
せ
で
す 

隔月払いと 
　　　口座引落しの例 
 
４月分・５月分の下水道料金 
→６月末日にお支払い 
（または口座引落し） 
 
→口座引落しの場合、 
引落とせなかった場合は、 
７月末に引落し 

下水道料金の改正について 

平成２２年３月分まで 
 基本料金 

１人当たり 

１，５７５円 

３１５円 

平成２２年４月分から 
 基本料金 

１人当たり 

１，５７５円 

５２５円 


